
























































































福井労働局

地方自治体名 協定締結日 令和７年度事業計画の主な取組事項

福井県  H27.11.30

１　移住・定住の促進
２　若者の活躍促進
３　女性の活躍推進
４　人材確保対策の推進
５　就職氷河期世代、非正規雇用労働者に対する雇用対策
６　障害者・長期療養者等の就労促進
７　高齢者の活躍推進
８　ハロートレーニング（公的職業訓練）を活用した活躍推進
９　生活保護受給者等に対する就労支援
10　外国人材受入れの環境整備等

福井市  H28.2.10

１　企業の人材確保対策・若者の就職支援
２　多様な人材等の活躍促進
３　生活保護受給者等への就労支援
４　県内外からの立地企業支援
５　雇用統計情報の共有及び活用・各種雇用施策情報の周知・広報

敦賀市  H28.5.10
１　産業振興の充実による生産年齢人口の維持
２　子育て支援の充実による年少人口の維持
３　人材育成の充実による若年世代の流出抑制

小浜市  H28.9.14

１　企業誘致、新規創業による雇用創出
２　新規学卒者の地元就職率の向上
３　人口の社会減少をくい止める
４　移住・定住を促進する

大野市  H27.12.17
１　Ｕ・Ｉターンの促進
２　地域産業発展のための支援

勝山市  H27.11.24
１　Ｕ・Ｉターンの促進
２　子育てしながら働く女性への支援
３　その他の取組（人材確保推進、就職氷河期世代の支援、外国人雇用対策等）

鯖江市  H28.2.15

１　学生等ＵＩＪターン就職促進対策
２　女性の雇用機会の確保と子育てしながら働く女性への支援
３　地域振興を図るための若年労働力確保の支援
４　産業雇用情報の共有

あわら市  H28.3.15
１　ＵＩＪターン就職の促進
２　若者・子育て世代の就職促進
３　産業振興に伴う雇用創出と人材確保

越前市  H28.2.18

１　越前市とハローワーク等が連携した生産年齢人口の確保
２　女性や若者などの働く場の創出
３　ＵＩＪターンの就職促進
４　働き手を呼び込むための求人・企業情報の発信
５　障がいのある人の雇用・就労の促進・定着支援、福祉施設から一般就労への移行

坂井市  H28.3.4

１　Ｕ・Ｉ・Ｊターンの就職促進
２　若年者の就職促進
３　女性の雇用対策の推進
４　地域産業の雇用対策の推進
５　特別連携事業

永平寺町  H28.7.8

１　子育て支援サービスのさらなる充実による女性の就業率増加の推進
２　教育・学術研究機関をはじめとした多様な地域資源を積極的に活用した新たな安定雇用
　  機会の創出
３　雇用統計情報の共有及び活用

越前町  H28.１.26

１　ＵＩＪターンの就職促進
２　若年者の就職促進
３　産業振興と雇用創出・雇用確保
４　障害者雇用の促進

若狭町  H28.11.11
１　次世代の定住促進
２　若い世代が住みたくなる地域づくり

令和７年度 自治体との雇用対策協定に基づく事業計画一覧



1 .  ハローワーク総合評価について

○ 平成27年度から、目標管理・業務改善の取組拡充等を柱とする「ハローワーク総合評価」を開始。

○ 例年、すべてのハローワークにおいて業務毎に目標値を設定し、その達成状況等に応じた４段階の相対評価等を実施。次年度以
降の業務改善に繋げる。また、取組状況や評価結果は公表し、労働政策審議会（本省）や地方労働審議会（労働局）にも報告。

○ (１)目標管理、(２)実績公表・相対評価、(３)評価結果に基づく業務改善といった一連の流れを続けることにより、サービスの
質の向上に向けた取組を継続的に実施。

•  ハローワークのマッチング機能の強化を図る

ため、評価結果をもとに、本省・労働局による

個別のハローワークへの重点指導や好事例

の全国展開を実施

•  就職件数等の主要指標のみに基づくＰＤＣＡサイ
クルによる目標管理を拡充し、

 ① 業務の質に関する補助指標

 ② ハローワーク毎に、地域の雇用の課題を踏まえ
重点とする業務に関する所重点指標

 ③ ハローワーク毎に、中長期的なマッチング機能
強化のため、職員の資質向上や継続的な業務
改善の取組を推進する評価項目である所重点
項目
を加え、総合的な観点から目標管理を実施。
（【別紙１】参照）

•  業務の成果について毎月公表

→各労働局が所管ハローワークの主要指標の実績を
毎月公表

•  年度終了後、業務の成果（主要指標・所重点
指標）や質（補助指標）、職員の資質向上・業
務改善の取組（所重点項目）の実施状況を踏
まえ、ハローワーク毎に総合評価を実施。

→労働市場の状況や業務量が同程度のハローワーク

を11グループに分け、同一グループ内で相対評価

（【別紙２】参照）

•  ハローワーク毎に総合評価結果及び業務改
善の取組等をまとめ、各労働局が公表。

• 総合評価結果を、労働局は地方労働審議会、
本省は労働政策審議会に報告。

① 評価結果に基づき、本省から、労働局・ハ
ローワークに対する問題状況の改善指導

② 一定の基準に該当するハローワークは改善
計画を作成、本省・労働局が重点指導

③ 労働市場の状況や業務量が同程度のハロー
ワークにおいて、相対的に高評価となったハ
ローワークにおける取組事例を全国展開

重点的に取り組んだ事項、業務
改善を図った事項、業務改善が
必要な事項、総合評価、基本統
計データ、指標ごとの実績及び
目標達成状況などを公表

主要業務
の成果の向上

サービスの質向上
地域の課題への対応

職員の資質向上の取組

継続的な業務改善の取組等
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（１） ＰＤＣＡサイクルによる
目標管理・取組の評価

（２） ハローワークのマッチング機能の
総合評価・利用者への公表

（３） 評価結果に基づく
全国的な業務改善

次年度以降も
(１)～(３)を実施
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【別紙１】ハローワーク総合評価（令和６年度）の評価指標の構成

◆主要指標
ハローワークのマッチング機能に関する業務のうち、特に
中核業務の成果を測定する評価指標

○ 就職件数（一般）
○ 充足数（一般・受理地ベース）
○ 雇用保険受給者の早期再就職割合

２ 地域の雇用課題等に応じてハローワークごとに選択する評価指標

１ 全ハローワーク共通の評価指標

◆所重点指標
ハローワークのマッチング機能に関する業務のうち、地域の雇用に関する課題等を踏まえ、ハローワークごとに重点的に取り組む業務に

関する評価指標

◆補助指標
 ハローワークのマッチング機能に関する業務の質を測定
する評価指標

○ 満足度（求人者）
○ 満足度（求職者）

◆所重点項目

中長期的なマッチング機能向上のための、職員の資質
向上や継続的な業務改善の取組に関する評価指標

○ 職員による事業所訪問
○ 職員による計画的なキャリアコンサルティング研修の受講
○ 職員による求職者担当制の実施
○ 求人に対する担当者制の実施
○ オンライン登録者のハローワーク利用登録者への切替
○ 求人者マイページのオンライン利用率
○ 業務改善を図った取組の共有及び実施
○ 他所と連携した広域労働移動の取組
○ 地方公共団体との連携の推進
○ 各種業務研修の実施
○ 業務改善コンクール表彰事例（隔年）

○ 生活保護受給者等の就職率
○ 障害者の就職件数
○ 就職支援ナビゲーターの支援による新規卒業予定者等（既卒者含む）の

 正社員就職件数
○ ハローワークの職業紹介により、正社員に結びついた就職氷河期世代の

 不安定就労者・無業者の件数
○ わかものハローワーク等を利用して就職したフリーター等のうち、正社員として就職した者の割合

○ 公的職業訓練修了3ヶ月後の就職件数
○ マザーズハローワーク事業における担当者制による就職支援を受けた

 重点支援対象者の就職率
○ 人材不足分野の就職件数
○ 生涯現役支援窓口での65歳以上の就職率
○ その他、安定所と労働局が調整し設定するマッチング業務指標
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【別紙２】ハローワーク総合評価の評価方法

3

② 評価指標（主要指標・補助指標・所重点指標）の目標達成率が100％以上の場合等に、点数を加点する。
（例）上記①のＡ指標の目標達成率は105％なので、105点に加え、15点を加点。

① 評価指標（主要指標・補助指標・所重点指標）ごとに、年度当初に定めた目標への達成状況を基に、点数を付与する。

（例） Ａ指標のポイント化係数が100点、目標達成率が105％とすると、100点×105％＝105点がＡ指標の点数となる。

Ａ指標の目標達成率 Ａ指標のポイント化係数
○○ハローワークの
Ａ指標のポイント

③ 評価指標（所重点項目）の実施状況を基に、点数を付与する。
※中長期的な観点から必要となる職員の資質向上のための取組や継続的な業務改善の取組を実施した場合に、取組ごとに点数を付与。

④ ①～③の点数を合計し、ハローワークごとに、総点数を計算する。

○ 11グループのうちの同一グループ内で、ハローワークごとに、総点数を比較の上、４段階（「非常に良好な成
果」、「良好な成果」、「標準的な成果」、「成果向上のため計画的な取組が必要」）の相対評価を行う。

3

ハローワーク総合評価は、年度単位で実施し、
① 労働市場の状況や業務量が同程度のハローワークを11グループに分け、
② 年度終了後に、ハローワークごとに評価指標の目標達成状況等に応じて点数化し、同一のグループ内で相対評価を行う。

（参　考）

令和６年度 令和５年度

総合評価 総合評価

目　標 ６年度実績 目　標 ６年度実績 目　標 ６年度実績 結　果 結　果

福井労働局 13,041 11,943 12,669 11,778 41.7 42.6 ― ―

※１　就職件数(一般)は、ハローワークの職業紹介(オンラインハローワーク紹介を含む)により一般就職した件数です。

※２　充足件数(一般)は、ハローワークの一般求人(受理地ベース)の充足件数(オンラインハローワーク紹介及びオンライン自主応募による充足を含む)です。

※３　雇用保険受給者の早期再就職率は、基本手当の所定給付日数の３分の２以上残して早期に再就職した割合です。

福井労働局管内のハローワークの主要指標の実績と総合評価結果

（一般） 早期再就職率(※３)

福井 5,407 4,869 5,799 5,307 43.0 39.1

ハローワーク
①就職件数（※１） ②充足件数（※２） ③雇用保険受給者の

（一般）

良好な結果

武生 2,858 2,671 2,570 2,393 41.1 49.9 良好な結果

良好な結果

49.3 良好な結果

三国 1,455 1,428 1,425 1,464 43.9 42.0 標準的な結果

大野 1,055 931 844 757 42.9

38.5 良好な成果

小浜 911 835 842 761 36.0 38.8 良好な結果

敦賀 1,355 1,209 1,189 1,096 38.7

良好な結果

良好な結果

良好な結果

良好な成果

良好な結果

○ハローワークの機能強化を図るため、平成27年度より「ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組」を実施

しています。

○業務毎に目標値を設定し、その達成状況等に応じて相対評価等を実施しています。

○福井労働局管内の各ハローワークの令和６年度の主要指標（就職件数・充足件数・雇用保険受給者の早期再就職件数）の実績は、

以下のとおりです。



※１　就職件数(一般)は、ハローワークの職業紹介(オンラインハローワーク紹介を含む)により一般就職した件数です。

※２　充足件数(一般)は、ハローワークの一般求人(受理地ベース)の充足件数(オンラインハローワーク紹介及びオンライン自主応募の充足を含む)です。

※３　雇用保険受給者の早期再就職割合は、基本手当の所定給付日数を３分の２以上残して早期に再就職する割合です。

就職件数（一般）

充足件数（一般）

雇用保険受給者の

早期再就職割合

12,638 件件 1,237 件 909 件

令和７年度 福井労働局管内のハローワークのマッチング機能に関する業務目標

【主要指標】　　マッチング業務のうち、特に中核的な業務の成果を測定する指標

福井所 武生所 大野所 三国所 敦賀所 小浜所 労働局計

件 2,467 件 806 件 1,449

1,494就職件数（一般）※１ 5,198 件 2,791 件 1,009 件

39.7 ％ 38.0 ％ 42.2 ％

件

雇用保険受給者の

早期再就職割合 ※３
42.8 ％ 42.8 ％ 43.3 ％ 42.9 ％

件 1,107 件 833 件 12,320充足件数（一般）※２ 5,658

【主要指標】　　目標達成に向けた具体的な取組内容

・求職者担当者制によるきめ細やかな職業相談および的確なマッチングの強化

・求職者のニーズに合った求人にかかるミニ面接会や企業見学会の実施

・面接対策のための応募書類の添削や模擬面接の実施

・早期求人充足を図るための求人充足会議の定期的な開催

・効果的な事業所PRのためマイページを活用した事業所画像情報登録の推進等による事業所情報の収集

・求人担当者制による積極的なマッチングおよび求職者ニーズを踏まえた求人条件緩和の促進

・求職申込時または初回認定日までの早期マッチング・求人情報提供の実施

・初回講習会での再就職手当制度および就職支援サービスメニューの説明

・早期再就職意欲の喚起を図るための就職支援セミナーの参加促進

○ハローワークの機能強化を図るため、平成27年度より「ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組」を実施。

○令和７年度における福井労働局管内の各ハローワークのマッチング機能に関する業務目標は、以下のとおりです。

※濃く色づけした項目は、各安定所において特に重点的に取組む業務指標です。

81.0 ％％ 81.0 ％ 81.0 ％

【補助指標】　　ハローワーク利用者に対し「満足度調査」を行い、マッチング業務の質を測定する指標

福井所 武生所 大野所 三国所 敦賀所 小浜所 労働局計

93.0 ％ 93.0

81.0満足度（求人者） 81.0 ％ 81.0 ％ 81.0 ％

ー

1,167 件

％

【所重点指標】　　地域の課題を踏まえ、ハローワークごとに重点的に推進する業務を選択し取組む業務指標

福井所 武生所 大野所 三国所 敦賀所 小浜所 労働局計

％ 93.0 ％ 93.0 ％ 93.0満足度（求職者） 93.0 ％ 93.0 ％

% ー

ー

69.6 ％

障害者の就職件数 ー ー ー

69.6 ％ ー ー生活保護受給者等の就職率 69.6 ％ 69.6 ％

ー ー

109 件 42 件 1,439 件

％

ハローワークの職業紹介による、就職氷河期

世代を含む中高年層（35歳～59歳）の不安定

就労者・無業者の正社員就職件数

ー ー ー ー

ー ー 62.2
新卒者等支援に係る就職支援ナビゲー

ターの担当者制による就職支援を受け

た者の正社員就職率

ー ー 62.2

50.8 ％

公的職業訓練の修了

３か月後の就職率
ー 71.6 %

フリーター等支援に係る就職支援ナビ

ゲーターの担当者制による就職支援を

受けた者の正社員就職率

ー ー ー

％ー

マザーズハローワーク事業における

担当者制による就職支援を受けた

重点支援対象者の就職率

96.9 ％ ー

ー ー

生涯現役支援窓口での

65歳以上の就職率
87.0 ％ ー

257 件 286人材不足分野の就職件数 1,217 件 681 件

87.0 ％

ー ー ー

202 件 2,911 件件 268 件

96.9 ％

ー 71.6
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